
横浜市
長津田駅・中山駅・鴨居駅周辺地区
道路特定事業計画

― 概要版 ―

「道路特定事業計画」とは基本構想で定められた重点整備地区内において、道路管理者が基本構
想に沿って以下の事項を定めるものです。

●道路特定事業を実施する「道路の区間」
●区間ごとに実施すべき道路特定事業の「内容及び実施予定期間」
●その他道路特定事業の実施に際し「配慮すべき重要事項」

横浜市では、平成18年12月のバリアフリー法（高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）の
施行を受け、誰もが自立した日常生活や社会生活を営む
ことができる環境を整備するためにバリアフリー施策を
推進しています。

緑区では、平成28年度に十日市場駅周辺地区において
バリアフリー基本構想を作成し、駅周辺のバリアフリー
化を進めてきました。また、長津田駅、中山駅、鴨居駅
の3駅周辺地区を新規重点整備地区とする新たな基本構想
の検討を進め、令和5年11月に「緑区バリアフリー基本
構想」を作成しました。

今回、この基本構想の実現に向け,「長津田駅・中山駅
・鴨居駅周辺地区道路特定事業計画」を策定しました。

今後、この計画に基づき事業を実施していきます。

緑区バリアフリー基本構想では、長津田駅・中山駅・鴨居駅周辺地区において、重点整備地区、生
活関連施設及び生活関連経路が定められています。

基本構想における重点整備地区とバリアフリー化を図る経路基本構想における重点整備地区とバリアフリー化を図る経路

■生活関連施設とは
高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施

設その他施設のことです。
主として、

（1）高齢者や障害者等を含む不特定多数の人がよく利用する施設であること。
（2）その施設へ至るまで、長津田駅（JR・東急）、中山駅（JR・地下鉄）、鴨居駅から徒歩

圏内（概ね500ｍ～1km圏内）であること。
という条件を満たす施設です。

■生活関連経路とは
生活関連施設相互間を結ぶ経路のうち、地区内の歩行者の主要な動線、現状の歩道の状況など
を参考に、特にバリアフリー化する必要が高い経路です。

重点整備地区と生活関連施設及び生活関連経路の位置については、横浜市のホームページに記載され
ています。「緑区バリアフリー基本構想」で検索してください。

道路特定事業計画とは



①個別経路の事業計画①個別経路の事業計画

道路特定事業の整備方針

■目標年次
原則として、令和10年度(2028年度)または令和15年度(2033年度)までを目標に整備を実
施します。ただし、実施予定時期を明確にできない事業や実現が長期化すると考えられる事
業については、今後機会を捉えて整備を検討します。

■整備レベルの設定
地域特性や現況のデザイン、周辺沿線状況に配慮して、改修等の整備レベルを設定します。
なお効果的に整備するために、他事業者との連携や整合を図るとともに、歩行空間の連続性
に配慮します。

■整備基準
「横浜市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例」及び「横浜市福祉の
まちづくり条例」で定める基準を基本とし整備を実施します。

【長津田駅周辺地区】



②道路特定事業計画の対象経路②道路特定事業計画の対象経路

道路特定事業の整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画し
ます。

①個別経路の事業計画
②道路特定事業計画の対象経路

なお、他事業者との調整や予算等により必要に応じて計画を見直します。

【長津田駅周辺地区】



①個別経路の事業計画①個別経路の事業計画

【中山駅周辺地区】



②道路特定事業計画の対象経路②道路特定事業計画の対象経路

【中山駅周辺地区】



①個別経路の事業計画①個別経路の事業計画

【鴨居駅周辺地区】



②道路特定事業計画の対象経路②道路特定事業計画の対象経路

【鴨居駅周辺地区】



主な整備基準主な整備基準

道路特定事業計画の推進にあたって

「道路特定事業」を推進するため、道路管理者として取り組む内容について以下に示します。
・ホームページ等を活用して、バリアフリー化の事業実施状況や取組みについて情報提供を行

います。
・道路の有効幅員を狭める不法占用物件の解消や、通行の妨げとなる放置自転車等を防止する

ために指導、撤去を行うとともに自転車駐車場の利用を呼びかけます。

全ての人が安全で快適に移動できる歩行空間ネットワークを形成するためには、交通管理者、鉄
道事業者、道路占用企業者、沿道住民等の関係者の協力が必要です。
皆様のご協力をお願いします。

＜お問い合わせ＞
横浜市緑区緑土木事務所
〒226-0025 横浜市緑区十日市場町876-13
電話：045-981-2100 FAX:045-981-2112

横浜市都筑区都筑土木事務所
〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
電話：045-942-0606 FAX:045-942-0809

横浜市道路局道路部施設課
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎22階
電話：045-671-2731 FAX：045-550-3376

道路特定事業計画の閲覧は
横浜市のホームページへ
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検 索横浜市の道路のバリアフリー事業




